ふるさと創生事業助成金について
1． 申請時の注意点
1 提出する書類
□ふるさと創生事業助成金交付申請書
□事業計画書
□資金計画書
□（祭礼の場合）曳行MAPもしくは曳行表　※前年度でも可
□（祭礼の場合）道路規制に関する資料
※提出していただいた地図、道路規制の資料は、観光公式サイト「ここ旅泉佐野」で掲載するときに利用させていただきますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
2 提出期限
イベントの開催1か月前まで（試験引きが含まれる場合は、試験引き1週間前）
3 申請者
住所　　：自治振興課に登録している住所
団体名　：「○○町会」、「○○町内会」もしくは連合会名（連合会の場合は応相談）
代表者名：「会長　△△」
担当者　：本申請書の担当者を記載すること
観光協会から送付する書類（決定通知書、確定通知書）の送付先が上記住所以外の場合は、備考欄に申請者の送付先を記載すること
4 助成金交付申請額
盆踊り　上限１０万
※助成率　５０％　支出が２０万に満たない場合は、支出の合計金額の半額を記入（ただし、１万未満の端数は切捨て）
祭礼　　上限１日３０万（１日には試験引きを含む）
※助成率１００％
5 事業計画書
・町会名：連合会または合同開催の場合は、関係する町会名を全て記載すること
6 資金計画書内容
・収入には、「ふるさと創生事業助成金」の項目を必ず入れる
・収入の合計金額と支出の合計金額は同額にすること（収入で寄付金や町会負担金の項目を入れて調整すること）
・対象経費は３に記載しております。


2． 報告時の注意点
1 提出する書類
□ふるさと創生事業助成金交付報告書
□事業実績書
□収支報告書
□領収書または、請求書及び支出を証する証明書（写し）
□（祭礼の場合）当該年度の曳行MAPもしくは曳行表
□ふるさと創生事業助成金交付請求書
2 申請者
申請書と同じ内容で記入する。
3 助成金交付決定額
通知を受けた額（申請書と同額）
4 事業計画書
・町会名：連合会または合同開催の場合は、関係する町会名を全て記載すること
5 収支報告書内容
・収入には、「ふるさと創生事業助成金」の項目を必ず入れる
・収入の合計金額と支出の合計金額は同額にすること（収入で寄付金や町会負担金の項目を入れて調整すること）
6 領収書または、請求書及び支出を証する証明書（写し）
領収書の宛名は事業計画書で記載した町会名であれば提出可能
申請日からの領収書が有効
※～町会青年団や～町山車保存会などの町会名以外は対象外となるため注意
7 請求書
報告時に合わせて提出をお願いいたします。
振込先は、町会ではなく、青年団や保存会などでも問題ございません。
代表者名の後に、町会の印もしくは、町会長の個人印の押印を必ずお願いいたします。
※押印がない場合、支払いができません。

3． 対象経費について
領収書、請求書、レシートの提出について
各書類の①宛名、②日付、③支払い用件が記載されているか確認を行うこと
請求書は支払い通知書など（※振込明細など支払いが確認できるもの）の提出をお願いいたします。
【原則】領収書の宛名は「町会名」でなければならない。
※～町会青年団や～町山車保存会などの町会名以外は対象外となるため注意
諸事情により「個人名」の領収書になる場合は、町会名簿に名前が記載されている方であれば、問題ないものとする。（ただし、町会名簿の提出が必要である。）
なお、納品場所は、町会館もしくは町会長宅（市役所で住所が把握できる場所）
